
【基本方針①】だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う"みどりの基盤"を構築する

施策の方向性 ： Ｃ.人と自然が共生する都市環境の創出

具体的な事業例

事業例:生物多様性の保全に向けた取組み

 生き物の生息・生育空間かつ移動空間であるみどりを確保する一方、市民・事業者のみなさんに、都
市における生物多様性の重要性や、それを支える自然環境基盤の大切さに関する意識啓発を通し、
人と自然が共生する都市環境を創出している。

●生物多様性に寄与するみどりの調査・検討 ●生き物の生息・生育空間、移動空間としてのみど

りの拠点づくりや、河川、水路など含めた水辺の自然環境の保全・創出

●生物多様性や自然環境についての意識啓発につながる各種の取組みの展開

●風の道での緑陰づくり ●公共施設の緑化の推進

●緑のカーテン・カーペット等の普及啓発 ●屋上・壁面緑化等、建築物緑化の事業者への推進
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令和3年3月に策定した「大阪市生物多様

性戦略」に基づき、小学校での出前講座や

各種情報発信、市民、市民団体、事業者

などと連携した、清掃や草刈りなどの環境保

全活動、外来種の防除などに取り組んでいる。

【小学校内での生き物さがし】



【基本方針①】だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う"みどりの基盤"を構築する

施策の方向性 ： D. 安全・安心に憩い、余暇を楽しめる場の創出

事業例：公園の改修工事

●子供の遊び場となる都市公園整備、遊具等、安全な遊び場の整備

●生きがいや健康づくり、自然や環境学習の場となる都市公園整備

●散策ルートを示したみどりのウォーキングマップ等の提供 ●都市公園のバリアフリー化の推進

●見通しのよい防犯性に配慮した都市公園整備

●ライフサイクルコストを考慮した計画的な都市公園の施設更新の実施
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【柴島東公園の改修工事(令和2年度施工) 改修前（左）と後（右）】

具体的な事業例

老朽化した公園施設が多数あ

る公園では、全面的な改修す

ることで、公園利用者の安全安

心を確保するとともに、防犯性

に優れ、多様なニーズに対応し

た公園へリニューアルしている。

挿入

 身近で貴重な憩いの場、多様な余暇活動の場、また、子どもから高齢者・障がい者まで、誰も

が安全・安心に利用できる場となる都市公園を創出している。



【基本方針①】だれもが住みたい・働きたい・訪れたいと思う"みどりの基盤"を構築する

施策の方向性 ： E.人・まちが持続的に成長できるみどりの創出

事業例：ふれあい花壇

●多彩なイベントの場の提供（都市公園等） ●地域コミュニティ活動の場の提供（花壇・広場等）

●都市生活に魅力を感じるオープンスペースの創出 ●自然とのふれあいの場となる公園づくり

●自然学習会などの環境教育の推進

●街路樹等の適切な維持管理と育成 ●開発行為や大規模建築物の建設に伴う緑化指導
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市民に身近な公園の一角を「ふれあい

花壇」の場所として地域住民に提供す

るもので、地域住民の方々が自主的・

主体的な花壇づくり、維持管理を行い、

行政は地域の要望に応じて支援する。

 コミュニティ活動の場となる花壇や広場の提供や、多様なイベント等の場におけるみどりの提供を

通して、コミュニティ形成やみどりあふれるまちのにぎわいづくりに貢献している。

具体的な事業例

【八幡屋公園のふれあい花壇】



３．基本方針に係る施策の取組状況 ― 基本方針②について
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F みちみどりのネットワークの形成

G みずみどりのネットワークの形成

H 鉄道みどりのネットワークの形成

みどりを市内及び周辺につなげていく
“みどりのネットワーク”を構築する

施策の方向性

大川と毛馬桜之宮公園のサクラ



施策の方向性 ： F. みちみどりのネットワークの形成

具体的な事業例

事例：正蓮寺川公園の整備

●風の道及びみどりの風促進区域における沿道緑化等の取組みの推進

●歩いて楽しいみどり空間の整備（正蓮寺川公園、天王寺大和川線等）

●生き物の生育環境や移動空間となるみどりの保全・創出
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【基本方針②】みどりを市内及び周辺につなげていく“みどりのネットワーク”を構築する

 道路上では既存街路樹等の適切な保全等を通し、みどりのある快適な歩行者空間を提供、また、歩行

者専用道路と一体となった正蓮寺川公園の整備を通し、歩いて楽しいみどり空間を提供している。

正蓮寺川を陸地化し、地下に高速

道路（淀川左岸線）等を整備後、

上部空間に歩行者専用道路との

一体的に公園整備を行い、安全・

快適に歩行できるみどり空間の形

成を行っている。

【正蓮寺川公園の整備概要】



施策の方向性 ： G. みずみどりのネットワークの形成

具体的な事業例

事業例：東横堀川の環境整備（東横堀緑道の整備）

●水辺の環境整備 ●護岸緑化の推進
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【基本方針②】みどりを市内及び周辺につなげていく“みどりのネットワーク”を構築する

本町橋の隣接地において舟運と連動した東横堀川初の新たなにぎわい施設「β本町

橋」が開業し、民間事業者がイベント等を展開している。

 河川沿いの公共空間等の整備を通し、みずとみどりが一体となったうるおいのある河川景観の創

出に貢献している。

【東横堀緑道内に設置されたβ本町橋】



施策の方向性 ： H.鉄道みどりのネットワークの形成

具体的な事業例

事業例：
うめきた２期公園整備事業

●主要駅の駅前空間におけるみどりの創出 ●鉄道周辺の緑化推進
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【基本方針②】みどりを市内及び周辺につなげていく“みどりのネットワーク”を構築する

 うめきた2期開発や阪神ビル建替えなど主要な駅前空間でのみどりの創出については大阪駅周辺

で進んでいるが、それ以外での駅前エリアや鉄道周辺での緑化等は進んでいない。

うめきた2期区域において、UR都

市機構の防災公園街区整備事

業を活用し、4.4haの都市公園

（大深町公園）の整備を進めて

いる。

※2019年3月時点

※2018年7月時点



３．基本方針に係る施策の取組状況 ― 基本方針③について

施策の方向性
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I 大阪の歴史・文化を感じられる
みどりの保全

J 水都大阪を感じられる水辺の
みどりの保全・創出

K 広大で豊かな自然環境との共生

大阪の個性を特徴づける自然・歴史・文化の
“みどりの骨格”を形成する

あべのハルカスから見た茶臼山と上町台地周辺



施策の方向性 ： I. 大阪の歴史・文化を感じられるみどりの保全

具体的な事業例

事業例：保全配慮計画の検討

●保全配慮地区の指定（保全配慮地区での施策展開）

●保存樹・保存樹林への指定の推進 ●風致に配慮した公園づくり ●広報・啓発活動
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【基本方針③】大阪の個性を特徴づける自然・歴史・文化の“みどりの骨格”を形成する

• 風致景観の保全、生態系の保全、市民
の自然とのふれあいの場提供の観点等
から、今後の地区内における緑地保全
施策、保全配慮計画を検討・策定し、
実践していく。

• みどりの保全の重要性を明らかにし、意
識啓発を図り、市民・事業者・行政が一
体となって貴重なみどりの保全につなげて
いく。

 社寺・仏閣をはじめ、大阪の歴史文化を感じられる地域資源が市内に多数あり、上町台地で

は斜面地の樹木等貴重なみどりが存在する。これらの資源について、風致地区による規制や保

存樹・保存樹林制度による保全を行っており、保全配慮計画の策定にむけた検討を進めている。



施策の方向性 ： J. 水都大阪を感じられる水辺のみどりの保全・創出

具体的な事業例

事業例：大川・中之島一体におけるみどりの空間づくり

●都市公園の整備をはじめとする水辺環境

●護岸緑化の推進 ●中之島公園等で開催されるイベント等を活用したイメージ醸成
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【基本方針③】大阪の個性を特徴づける自然・歴史・文化の“みどりの骨格”を形成する

護岸緑化の推進や都市公園の整備

などの水辺の環境整備のほか、中之

島公園等で開催されるイベント等を

活用したイメージ醸成を行っている。

【水都大阪の開催場所でもある中之島公園】

 大川・中之島一体のみどりの景観形成に寄与する毛馬桜之宮公園や中之島公園において、既
存樹木の適正な維持管理を行うとともに、寄附金による水辺沿いの緑化の取組みも進めている。
また、これらの公園では、水と光のまちづくりにおけるイベント等の開催により、水都大阪のイメージ
醸成に貢献している。


